
ニュース

今月の納税今月の納税

納期限 7月31日㊎
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

固定資産税…………２期
国民健康保険
後期高齢者医療保険料 …1期
介護保険料

　
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、課
税
限

度
額
の
引
き
上
げ
お
よ
び
軽
減
判
定
所

得
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。改
定

後
の
保
険
税
に
つ
い
て
は
、７
月
に
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。ご
確
認
の

上
、納
付
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
保
険
室

☎ 

26・２
２
４
９（
直
通
）

国
民
健
康
保
険
税
の
改
定
に
つ
い
て

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

まちの木

軽減割合 世帯（世帯主と加入者）の総所得

７割軽減 33万円以下（改正なし）

５割軽減
改正前 33万円+（28万円×加入者数）以下

改正後 33万円+（28万5千円×加入者数）以下

２割軽減
改正前 33万円+（51万円×加入者数）以下

改正後 33万円+（52万円×加入者数）以下

医療保険分（すべての被保険者） 後期高齢者支援金分（すべての被保険者） 介護保険分（40～ 64歳の被保険者）

所得割
世帯の加入者全員の課税所得金額×6.7% 世帯の加入者全員の課税所得金額×2.2% 世帯の加入者全員の課税所得金額×1.6%

※課税所得金額＝前年の総所得金額ー基礎控除33万円

均等割 世帯の加入者数×27,400円 世帯の加入者数×8,400円 世帯の加入者数×6,700円

平等割 １世帯につき25,800円 １世帯につき9,200円 １世帯につき7,600円

課税限度額 改定前580,000円➡改定後630,000円 190,000円 170,000円

軽減判定所得の見直し

課税限度額の引き上げ

世帯（加入者と世帯主）の総所得に応じて、均等割額・平等割額が軽減される制度
です。地方税法の改正に伴い、5割・2割軽減の範囲が拡大されました。

下の表は、改定後の税率・課税限度額での計算方法です。医療保険分・後期高齢者支
援分・介護保険分それぞれを計算した金額の合算額が保険税額となります。

※課税限度額を超える部分は課税されません。

３ 吉岡町役場 ☎54—3111（代表）

秋
の
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰

優
良
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ま
へ

まちの鳥

　
次
の
２
つ
に
当
て
は
ま
る
場
合

対
象
と
な
り
ま
す
。

①
無
事
故・無
違
反
の
期
間
が
、

旭
日
金
冠
章
40
年
、金
冠
金
章
30

年
、金
冠
銀
章
20
年
、金
章
15
年
、

銀
章
10
年
、銅
章
５
年
以
上
の
人

②
前
段
階
の
章
を
受
章
し
、過
去

に
同
じ
章
の
表
彰
を
受
け
て
い
な

い
人

▼
申
し
込
み
締
め
切
り

役
場
受
付
　

７
月
17
日
㊎

渋
川
交
通
安
全
協
会
受
付

７
月
31
日
㊎

▼
必
要
書
類

印
鑑
、運
転
免
許
証
、無
事
故
無
違

反
証
明
書
発
行
手
数
料
６
７
０
円

※
交
通
安
全
協
会
で
直
接
申
し
込

む
場
合
は
、無
事
故
無
違
反
証
明

を
各
自
で
取
得
す
る
か
、申
請
時

に
交
通
安
全
協
会
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

安
全
安
心
室

☎
26・２
２
４
３（
直
通
）

町より全世帯あてに
申請書をお送りしています。

手続きはもうお済みですか？

特別定額給付金

8月31日㊊
※当日消印有効

　申請書の記載内容を確認し、本人確
認書類（免許証や保険証などの、氏名・
生年月日・住所が確認できるもの）と
振込先口座の写しとともに、返信用封
筒にて送付してください。

提出
期限

問い合わせ先
企画財政課 企画室 ☎26-2241（直通）
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
改
定

保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

まちの鳥

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、万
一
、障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、保
険
料
免
除
制
度
や
納

付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。住
民

保
険
室（
③
番
窓
口)

で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
審
査
は
令
和
２
年
７
月
分
か
ら

令
和
３
年
６
月
分
ま
で
の
期
間
を

対
象
と
し
ま
す
。

※
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
免

除
申
請
が
可
能
で
す
。

※
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に

な
っ
た
も
の
の
、申
請
を
忘
れ
て
い

た
た
め
に
未
納
期
間
が
あ
る
人

は
、一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
令
和
２
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、月
額
１
６
，５
４
０
円
で
す
。

▼
納
付
方
法

●
金
融
機
関・郵
便
局・コ
ン
ビ
ニ

　
で
納
付

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
納
付

●
口
座
振
替

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、国
民
年

金
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付

し
な
い
人
に
対
し
て
、電
話
、書

面
、面
談
な
ど
で
早
期
納
付
の
案

内
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、納

付
を
督
促
す
る
文
書（
督
促
状
）を

送
付
し
、指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で

に
納
付
が
無
い
場
合
は
、延
滞
金

を
課
す
だ
け
で
は
な
く
、納
付
義

務
の
あ
る
人
の
財
産
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。早
め
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
相
談・問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22・１
６
０
７

住
民
課 

住
民
保
険
室

☎
26・２
２
４
９（
直
通
）

国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」と
、所
得
に
応
じ
て

決
ま
る「
所
得
割
額
」の
合
計
額
で

す
。こ
の「
均
等
割
額
」と「
所
得
割

額
」を
決
め
る
保
険
料
率
は
２
年

に
一
度
見
直
さ
れ
ま
す
。令
和
２・

３
年
度
の
保
険
料
率
は
、次
の
と

お
り
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
保
険
室

☎
26・２
２
４
９（
直
通
）

国
民
年
金
保
険
料
免
除・納
付
猶
予
申
請

７
月
１
日
か
ら
受
付
開
始

まちの花

均等割額 43,600円

所得割率 8.60％

賦課限度額
〈改正〉

変更前
62万円 → 変更後

64万円

軽減割合 世帯（世帯主と被保険者）の総所得

8割軽減※ 33万円以下で
被保険者全員が年金収入80万円以下

8.5割軽減※ 33万円以下

5割軽減 「33万円＋28万円×同一世帯保険者数」以下

２割軽減 「33万円＋51万円×同一世帯保険者数」以下

軽減割合 世帯（世帯主と被保険者）の総所得

7割軽減※ 33万円以下で
被保険者全員が年金収入80万円以下

7.75割軽減※ 33万円以下

5割軽減 「33万円＋28万5千円×同一世帯保険者数」以下

２割軽減 「33万円＋52万円×同一世帯保険者数」以下

保険料率

令和元年度

令和 2年度

※本来の軽減制度は 7 割軽減です。今後、医療費の増大が見込まれる中、　
　すべての人が安心して医療を受けられる健康保険制度を維持していくため
　に、段階的な見直しが行われています。
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５ 吉岡町役場 ☎54—3111（代表）

　
医
療
機
関
で
提
示
す
る
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
８
月
１

日
か
ら
緑
色
に
な
り
ま
す
。

　

８
月
以
降
、今
ま
で
の
青
色
の

被
保
険
者
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

　
緑
色
の
新
し
い
被
保
険
者
証
を

７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　
通
常
、被
保
険
者
証
の
更
新
期

間
は
１
年
間
で
す
が
、保
険
料
の

滞
納
状
況
に
よ
り
、通
常
よ
り
有

効
期
間
の
短
い
被
保
険
者
証
を
交

付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。さ
ら

に
、特
別
な
理
由
が
な
い
の
に
納

付
状
況
が
改
善
し
な
い
と
き
は
、

医
療
費
が
い
っ
た
ん
全
額
負
担
に

な
る「
資
格
証
明
書
」を
交
付
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
被
保
険
者
証
裏
面
に
臓
器
提
供

意
思
表
示
欄
が
あ
り
ま
す
。提
供
意

思
の
あ
る
人
は
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
課 

住
民
保
険
室

☎
26・２
２
４
９（
直
通
）

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
７・２
５
６・７
１
２
５

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、原

則
と
し
て
75
歳
以
上
の
人
が
加
入

す
る
健
康
保
険
制
度
で
す
。た
だ

し
、障
害
認
定
に
該
当
す
る
65
歳

か
ら
74
歳
の
人
も
、申
請
に
よ
り

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。加
入
を
希

望
す
る
場
合
は
、住
民
保
険
室
に

相
談
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
い
っ
た
ん
加
入
し
て
も
、い
つ

で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。た
だ
し
、過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
の
撤
回
は
で
き
ま
せ
ん
。ご
注

意
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
の
更
新

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ

まちの木

短
期
被
保
険
者
証

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄（
任
意
）

所得区分 自己負担割合

課税所得が145万円以上の人 ３割負担

課税所得が145万円以上で①～③のいずれかに当てはまる人  
　①被保険者が同一世帯に１人で収入額が383万円未満
　②被保険者が同一世帯に２人以上で、収入額合計が520万円未満
　③同一世帯に70 ～ 74歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額合計が520万円未満

３割負担
（申請により１割）

課税所得が145万円未満の人
１割負担

非課税世帯

医療費の自己負担割合 令和３年７月末までの自己負担割合は
同一世帯の被保険者の令和２年度の住民税課税所得により判定されます。

限度額適用認定証など
所得区分 認定証種別 医療機関窓口で提示すると

現役並み
Ⅱ・Ⅰ 限度額適用認定証 医療費の窓口負担が自己負担限度額まで

抑えられます。

非課税世帯 限度額適用・
標準負担限度額減額認定証

医療費の窓口負担が自己負担限度額まで
抑えられ、入院時の食事代も減額されます。

障害認定該当の障害等級

●国民年金法などの障害年金1級・2級
●身体障害者1 ～ 3級ならびに4級のうち①～⑤のいずれかの状態
　①音声、言語機能の著しい障害
　②両下肢のすべての指を欠く
　③一下肢の下腿2分の1以上を欠く
　④一下肢の機能の著しい障害
　⑤両下肢全体の機能障害で、一下肢の著しい障害と同程度
●精神障害者保健福祉手帳１級・２級
●療育手帳A判定

後
期
高
齢
医
療
制
度
へ
の
加
入

　入院などで支払いが高額になる
可能性がある人は、申請手続きを
してください。
　ただし、平成31年度に認定証を
受け、令和２年度も所得区分が変
わらない人には、８月１日から使
用できる認定証を被保険者証に同
封します。

現在の認定証の有効期限は
７月31日です。
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福
祉
医
療
費
制
度

保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す

まちの花

　
県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る

と
き
に
、健
康
保
険
証
と
一
緒
に

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
提

示
す
る
と
、保
険
診
療
の
自
己
負

担
分
を
助
成
し
ま
す
。対
象
者
お

よ
び
申
請
に
必
要
な
も
の
は
、左

の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、福
祉
医
療
費
制
度
は
皆

さ
ま
の
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

ま
す
。将
来
に
わ
た
り
維
持
し
て

い
く
た
め
に
、制
度
の
仕
組
み
や

目
的
を
ご
理
解
の
う
え
、受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

　
福
祉
医
療
費
制
度
の「
母
子・父

子
家
庭
等
」に
該
当
す
る
人
は
、福

祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
交
付

し
ま
す
の
で
、７
月
31
日
㊎
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
受
給
資
格
者
証
が
交
付
さ

れ
て
い
る
人
に
は
、７
月
中
に
通

知
を
発
送
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
保
険
室

☎
26・２
２
４
９（
直
通
）

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
皆
さ
ま
へ

区　　分 対　象　者 申請に必要なもの

子ども
※出生および転入時に申請 ０歳～中学校３年生 □健康保険証　□印鑑

重度心身障害者
（高齢重度障害者含む）

※更新：３年に１度
　ただし、精神通院医

療適用者は３年に１
度とは限りません

障害年金１級 □障害者年金証書
□健康保険証　□印鑑

身体障害者１・２・３級
※３級は入院のみ

□身体障害者手帳
□健康保険証　□印鑑

療育手帳Ａ判定 □療育手帳
□健康保険証　□印鑑

特別児童扶養手当１級 □特別児童扶養手当証書
□健康保険証　□印鑑

精神通院医療適用者
※精神通院のみ

□自立支援医療受給者証
□健康保険証　□印鑑

母子・父子家庭等
※更新：1年に1度

●母子・父子家庭で
18歳に達する日以
後の最初の３月31
日までの間にある児
童とその扶養者

●父母のいない18歳
に達する日以後の最
初の３月31日まで
の児童

※いずれも所得税非課
税者。

　ただし、事実上の婚
姻関係と同様の事情
にある人は該当にな
りません。

□健康保険証　□印鑑
□戸籍謄本
　（本籍地が町外の人）
□令和２年度の所得課税

証明書（１月１日以降
に転入した人）

福祉医療費制度の対象者

月1で学ぶ！
消費者の賢コツ

渋川市消費生活センター  ☎22-2325
受付：祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日 9:00～16:00

消費者ホットライン ☎188
お近くの消費生活センターをご紹介します。

群馬県消費生活センター ☎027-223-3001
受付：月曜日～金曜日 9:00～17:00・土曜日 9:00～12:00/13:00～17:00
※祝日・年末年始を除くえっ、通信販売は      

クーリングオフできない!?えっ、通信販売は      

クーリング・オフできない!?えっ、通信販売は      

クーリング・オフできない!?

　この通信販売はクーリング・オフ制度がありません。通信販売の返品に関しては、購入時の特約に従うこと
になります。この際に返品特約を表示していない場合、商品受取日から８日間の内に消費者が送料を負担する
ことにより返品ができます。ネット通販では、表示だけでなく最終申し込み画面にも返品特約を表示していな
ければ返品することができます。
　ソーシャルゲーム上のアイテム購入による課金も実は通信販売にあたることがあります。ついつい利用し
てしまう通信販売。購入の際は、注文を間違えないようにすることも重要ですが、返品特約も気にかけてみま
しょう。

できません。

ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかったので交換を希望したが、
合うサイズがなく「返品できない」と言われた。注文前に、「返品できない」との表示は
目に入らなかった。クーリング・オフはできないのか。

Q

A


